
 
 

  



 
 

  



 
 

例言 
 
１  地域計画は、 南阿蘇村の文化財を 適切に保存・ 活用するため、 文化財保護法第 183 条の 3 に基づき

作成し た文化財保存活用地域計画です。 文化庁の定める「 文化財保護法に基づく 文化財保存活用大

綱・ 文化財保存活用地域計画作成等に関する指針」（ 令和 5 年( 2023 年) 3 月最終変更） に基づいて作

成し まし た。  

 

２  地域計画の作成にあたっ ては、 南阿蘇村文化財保存活用地域計画協議会及び庁内検討部会を 設置

し 、 計画案の検討を行いまし た。  

 

３  作成過程においては、 南阿蘇村文化財保護委員会の意見を 聞く と と も に、 文化庁の指導・ 助言及び

熊本県の助言を受けまし た。  

 

４  地域計画は令和 5 年度( 2023 年度) 、 令和 6 年度( 2024 年度) に文化芸術振興費補助金（ 地域文化財

総合活用推進事業） を 活用し 作成し まし た。  

 

５  地域計画の執筆及び図の作成、 編集は、 南阿蘇村教育委員会が行い、 作業の一部を 株式会社サーベ

イ リ サーチセンタ ー南九州事務所に委託し まし た。  

 

６  図及び表のキャ プショ ン の表記については（ 章） -（ 通番） と し まし た。  

 

７  本書における年代表記は、 元号（ 西暦） と し まし た。  
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